
健全化判断比率及び資金不足比率 

 

 財政健全化法が平成１９年６月に公布され、その中で地方自治体は、「実質赤字比率」、「連

結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の４指標及び「資金不足比率」を

算出し、監査委員の意見を付して９月３０日までに議会へ報告するとともに住民に公表するこ

とが求められています。 

 その指標は、一般会計のみでなく、特別会計、公営企業会計、一部事務組合、第３セクター

も含めたうえで、現在、将来における財政の状況を示すものであり、指標が一定基準を超えた

場合、早期健全化、財政再生の措置を講じなければなりません。 

 

１ 健全化判断比率の猪名川町の状況 

 ⑴ 実質赤字比率 

項目 Ｈ２１指標 Ｈ２０指標 早期健全化基準 財政再生基準 

指  標 －（△3.51%） －（△3.65%） 14.19% 20.0%

用語解説 

一般会計等における歳入総額から歳出総額及び翌年度へ繰り越すべき額

を差し引いた実質収支の標準財政規模に占める割合をいい、黒字の場合は、

「－」となります。政令に基づき算出した本町の基準、１４．１９％を超え

れば早期健全化、２０．０％を超えれば財政再生の措置を講じなければなり

ません。 

 

 

 

結果解説 一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じていないため実質赤字

比率は「－」となります。 

 

 ⑵ 連結実質赤字比率 

項目 Ｈ２１指標 Ｈ２０指標 早期健全化基準 財政再生基準 

指  標 －（△10.76%） －（△8.27%） 19.19% 40.0%

用語解説 

一般会計、特別会計、公営企業会計すべてを考慮した結果の実質赤字額の

標準財政規模に占める割合をいい、黒字の場合は、「－」となります。政令

に基づき算出した本町の基準、１９．１９％を超えれば早期健全化、４０．

０％を超えれば財政再生の措置を講じなければなりません。 

 

 

 

 

結果解説 一般会計、特別会計、公営企業会計すべてを考慮した実質収支は黒字であり、

実質赤字は生じていないため連結実質赤字比率は「－」となります。 

 
一般会計等の実質赤字額（△2億 3,209 万円）

実質赤字比率 ＝  
             標準財政規模（66 億 651 万円） 

 
連結実質赤字額（△7億 1,119 万円） 

連結実質赤字比率 ＝  
            標準財政規模（66 億 651 万円） 



⑶ 実質公債費比率 

項目 Ｈ２１指標 Ｈ２０指標 早期健全化基準 財政再生基準 

指標 4.8% 5.1％ 25.0% 35.0%

用語解説 

一般会計が負担する公債費の一般財源の額が標準財政規模に占める割合の３

年間の平均をいいます。ここでいう公債費とは、他会計に対する繰出金、一部

事務組合に対する補助金のうち、公債費の財源となったものを含みます。 

この指標が政令で定める基準２５．０％を超えれば早期健全化、３５．０％

を超えれば財政再生の措置を講じなければなりません。 

 

 

 

 

結果解説 公債費の減少に伴い、前年度（5.1%）に比べ 0.3 ポイント改善しました。 

 

⑷ 将来負担比率 

項目 Ｈ２１指標 Ｈ２０指標 早期健全化基準 財政再生基準 

指標 －（△81.9%） －（△78.7%） 350.0% 基準なし 

用語解説 

一般会計に特別会計、公営企業会計、一部事務組合、第三セクターなどを含

めた将来負担すべき負債が標準財政規模に占める割合のことをいいます。この

将来負担すべき負債には、地方債現在高、債務負担行為額、退職手当支給予定

額の一般会計負担額、連結実質赤字額などを含みます。 

 将来負担額より基金などの充当可能財源が多い場合は、「－」となります。 

この指標が政令で定める基準３５０．０％を超えれば早期健全化の措置を講

じなければなりません。 

 

 

 

 

 

主な将来負担額    地方債の現在高          75億2,386万円

  公営企業債等繰入見込額      32億7,350万円

           一部事務組合等負担見込額     20億1,695万円

           債務負担行為に基づく支出予定額     1億491万円

充当可能財源等    基準財政需要額算入見込額     113億4,899万円

  充当可能基金            53億2,220万円

           充当可能特定歳入           7億6,885万円

結果解説 平成 21 年度末において、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額と比べ、

同時期における充当可能財源の方が多いことから、将来負担額は発生しないた

め、将来負担比率は「－」となります。 

 
(地方債の元利償還金＋準元利償還金)－(特定財源＋
基準財政需要額算入公債費) 

実質公債費比率 ＝  
         標準財政規模－（基準財政需要額算入公債費） 

 
将来負担額(129 億 2,375 万円)－充当可能財源等(174
億 4,004 万円) 

将来負担比率 ＝  
         標準財政規模（66 億 651 万円）－基準財政需要額算

入公債費(10 億 9,785 万円) 



２ 資金不足比率の猪名川町の状況 

項目 Ｈ２１指標 Ｈ２０指標 経営健全化基準 

水道事業会計 ―（△38.0%) ―（△28.8%)         20.0% 

下水道事業会計 ―（△32.7%） ―（△5.8%） 20.0% 

用語解説 

公営事業会計における流動資産額から流動負債額を差し引いた

額の事業の規模に占める割合をいい、黒字の場合は、「－」となり

ます。２０．０％の経営健全化基準を超えれば経営健全化計画を定

め、必要な措置を講じなければなりません。 

 

 

 

結果解説 いずれの公営企業会計も資金不足は、生じていないため資金不足比

率は該当ありません。 

 

《標準財政規模》  

地方交付税算定時に基準財政収入額を元に求められる標準税収入額に、地方譲与税、交通安

全対策特別交付金、普通地方交付税、臨時財政対策債を加えたもので、 地方公共団体の標準的

な一般財源の収入額を表します。 

 

《早期健全化》  

早期健全化は、イエローカードともいうべき段階で、個別外部監査契約に基づいて監査を受

けることと「財政健全化計画」の策定が義務付けられるとともに国への報告義務を負います。 

財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、

必要な勧告をすることができるとされています。 

 

 《財政再生》 

財政再生は、レッドカードともいうべき段階で、「財政再生計画」の策定が義務付けられ、

事実上、総務大臣の同意を得る必要があります。この同意がなければ、地方債を発行できない

ことになります。 

財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、

予算の変更等必要な措置の勧告をすることができるとされています。 

 

 

   （上水△2億 2,474 万円）
資金の不足額（下水△1億 4,004 万円）

資金不足比率 ＝  
           事業の規模（上水 5億 9,131 万円）
                （下水 4億 2,785 万円）



健全化判断比率・資金不足比率の猪名川町の状況
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健全化判断比率と会計区分の対応表

起債償還

普通会計 一般会計 あり

奨学金特別会計 なし

公営事業会計 公営企業会計 法適用 水道事業会計 あり

法適用 下水道事業会計 あり

公営企業会計以外 介護保険特別会計 なし

国民健康保険特別会計 なし

後期高齢者医療保険特別会計 なし

老人保健特別会計 なし

農業共済特別会計 なし

一部事務組合 猪名川上流広域ごみ処理施設組合 あり

丹波少年自然の家事務組合 あり

兵庫県町議会議員公務災害補償組合 なし

兵庫県市町村職員退職手当組合 なし

兵庫県後期高齢医療広域連合 なし

兵庫県市町交通災害共済組合 なし

地方三公社 兵庫県町土地開発公社

損失補償に係るもの 社会福祉法人阪神福祉事業団

猪名川町中小企業振興資金融資あっせん制度

第三セクター 財団法人一庫ダムレイクリゾートセンター

財団法人阪神北広域救急医療財団 あり
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